
 

 

令和８年度 
  江別市立江陽中学校ＰＴＡ 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

日  時   令和８年４月２５日（土） 11:25～ 11:55 

場  所   江陽中学校体育館  
 

          ※  総会当日、本議案書をお持ちください。  

 



【 総      会      次      第 】 

 

  １．開会のことば 

  ２．ＰＴＡ会長挨拶 

  ３．学校長挨拶（職員の紹介含む） 

  ４．議長選出並びに挨拶 

  ５．報告事項 

    (1) 令和７年度一般業務経過報告 

      ①  事務局 

      ②  学年委員会（３学年・２学年・１学年・D 組） 

    (2) 令和７年度会計決算報告 

①  ＰＴＡ一般会計報告 

②  部活動後援会会計決算報告 

③  遠征費積立金決算報告 

④  ＰＴＡ特別会計決算報告 

⑤ 周年記念事業積立金決算報告 

⑥  吹奏楽部後援会費決算報告 

    (3) 監査報告 

  ６．議  事 

 (1) 令和７年度一般業務経過報告承認に関する件 

 (2) 令和７年度会計決算報告承認に関する件  

 (3) 令和８年度活動基本方針並びに各委員会活動方針について 

 (4) 令和８年度一般会計予算案並びにその他予算案について 

(5) 江別市立江陽中学校 保護者と教師の会 規約に関する件 

(6) 北海道ＰＴＡ安全互助会傷害見舞金制度加入について 

(7) 令和８年度ＰＴＡ役員の選出について 

(8) その他 

  ７．新役員挨拶 

  ８．旧会員功労者の表彰式並びに挨拶 

 ９．議長退任挨拶 

１０．閉会のことば 

１１．連絡事項 

①今年度の大まかな行事予定について 

②おやじの会サポーター加入について  

③その他 

 



 

 

令和７年度一般業務経過報告   事務局 

４月  ７日（月） 着任式・始業式・入学式 

４月 １８日（金） 江別市ＰＴＡ連合会定期総会（山岸会長、青柳事務局長） 

４月 １９日（土） 令和７年度ＰＴＡ総会 第 1回授業参観・懇談会 

新旧役員会・懇親会  

４月 ２２日（火）～２４日（木） 修学旅行 

４月 ２６日（土） 新旧役員会・懇親会 

  ５月 １５日（木） 第１回ＰＴＡ役員会 

５月 ２９日（木)  体育祭 

６月  ２日（月)   第 1回ＰＴＡ全体委員会 

６月  ４日（水)   江別市ＰＴＡ連合第 1回理事会議 

６月  ９日（月）～１１日（水） 花壇整備活動① 

６月 １０日（火)  交通安全見守り活動① 

６月 １３日（金）～１４日（土）市内中体連大会 

６月 １９日（木） １年生校外学習 

６月 ２４日（火）～２５日（水） ２年生宿泊学習   

７月  ４日（金）～５日（土）  管内中体連大会 

７月   ７日（月）～９日（水）   花壇整備活動② 

７月  ８日（火） 交通安全見守り活動②、第２回ＰＴＡ役員会 

７月 １１日（金） 江陽中学校区３校ＰＴＡ交流会 

７月 １８日（金） １年生野村ファーム農場体験 

７月 ２２日（火） 第２回授業参観・懇談会 

８月 ２６日（火）～２７日（水）花壇整備活動③、第３回ＰＴＡ役員会 

８月 ３０日（土） とうきび販売 

９月  ９日（火） 野村ファーム訪問 感謝状贈呈 

山岸会長、青柳事務局長、藤本事務局次長 

９月 １２日（金） 交通安全見守り活動③ 

 江別市ＰＴＡ連合単Ｐ交流会議 

山岸会長、杉島副会長、小渕監査、青柳事務局長が出席 

９月 １６日（火） 小中一貫クリーン作戦 

 １０月   ３日（金） 文化祭 

１０月  ７日（火） 交通安全見守り活動④、臨時ＰＴＡ役員会 

１０月  ９日（木）  花壇整備活動④  

１０月 １８日 (土)   石Ｐ連Ｂブロック単Ｐ会長会議 山岸会長参加 

１０月 １９日 (日)  「おやじの会」交流野球大会（江陽中主催） 

役員から   ：樋口会計  

おやじの会から：山崎会長、桐山さん 

事務局から  ：校長、教頭、主幹が参加 

１０月 ２３日 (木)   臨時役員会 

１１月  ４日（火） 第３回授業参観・懇談会 

１１月  ６日（木） 第４回ＰＴＡ役員会兼役員選考委員会 
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 １１月  ８日（土） 石Ｐ連当別・新篠津大会 藤井学年委員、青柳事務局長ら ４名参加 

１月 ２７日（火） 第１回ＰＴＡ役員選考委員会、第５回ＰＴＡ役員会 

２月  ４日（水） 江別市ＰＴＡ連合第２回理事会議（山岸会長、青柳事務局長） 

２月  ５日（木） 第２回ＰＴＡ全体委員会 

２月 １５日（日） 「おやじの会」交流バレーボール大会 

おやじの会、保護者、バレー部、ＰＴＡ役員他、約５０名が参加 

山岸会長、山崎おやじの会会長、樋口会計、藤本事務局次長、久保田校長 

３月 １１日（水） 同窓会入会式 

３月 １３日（金） 第４３回卒業証書授与式 

３月 １９日（木） 第６回ＰＴＡ役員会 ＰＴＡ監査   

３月 ２４日（火） 修了式・離任式 
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令和７年度 活動の反省       事務局 

 

１．スローガン 

   『人間性豊かなたくましい子どもを育てよう』 

２．中心テーマ 

   『子どものしあわせをつくる、良い保護者、良い教師になるため学習を深め積極的に行動し 

よう』 

３．基本方針 

    『子どもが学校・家庭・地域社会で健やかに、心豊かに、賢く育つように、保護者と教師が 

協力して活動する。』 

４．活動内容と反省(事務局) 

 ①会員相互の理解と資質向上のため、研修活動を行い、内容を還流する。（学習するＰＴＡ） 

方針および活動内容に基づき、石Ｐ当別・新篠津研究大会に参加し会員の識見を高めること

ができた。 

さらに、学校だよりに記事等の掲載、ホームページで情報を発信し、創造的な活動ができた。 

 

 ②ＰＴＡの有機的な組織化と運営の活発化を図る。           （協力するＰＴＡ）  

  各学級・学年ＰＴＡは、その目的にしたがって、学年・学級懇談会やレクや親睦会等を開催

し、親睦や交流に努め活性化を図った。役員会・全体委員会・運営委員会はほぼ予定通り開催

され、円滑な会の運営に努力した。更に効率的な運営に努めたい。 

   

 ③学校や地域社会の環境美化に努め，生徒の健全育成を図る。       （行動するＰＴＡ） 

   年に４回「朝の交通安全指導」を行い、子どもたちに直接交通安全を呼びかけた。また、年

に４回の「花壇整備活動」も実施し、環境美化に努めることができた。 

 

 ④学校･家庭･地域社会との連携に努め，地域に根ざした学校にする。   (連携するＰＴＡ) 

   「学校便り」「学年・学級だより」「進路便り」「保健便り」や「その他部活の通信」等に

よる情報の発信を積極的に行い、地域・保護者，小学校・自治会との連携に努めた。小中一貫

教育本格実施の３年目となり、３校で連携を強化した取り組みを行うことができた。また、「豊

幌小」「江別太小」PTA 役員との「三校交流会」を実施し、情報交換を図ることができた。

次年度もＰＴＡサポーターの活動の充実を図りたい。 

 

 ⑤生徒会及び学校への教育援助のため、その資金づくりを行う。    （後援するＰＴＡ） 

   資源回収・とうきび販売を実施し、多額の益金を上げることができた。特に、とうきび販売

では、準備段階から「野村ファーム北海道」様から多大なご協力をいただき、スムーズに実施

することができた。また、本年も地元の農家の皆様、本校 OB の皆様にご協力いただき、野菜

販売を実施し、たいへん好評を得ることができた。しかし、今年度をもって「野村ファーム北

海道」様の協力が終了することになり、次年度は地域の皆様や地元の農家の皆様の支援をいた

だきながら、次年度も継続する運営体制の確立を進めていく。 

 

⑥「おやじの会」の活動 

昨年度から PTA サポーターの活動としておやじの会を位置づけ、とうきび販売の他、スポ

ーツ交流（野球交流会・バレーボール交流会）の参加者を呼びかけた。生徒との交流を含め、

たいへん有意義な活動となった。次年度もサポーターとして位置づけ、スポーツレクの参加や

環境整備の呼びかけを行いたい。 
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令和７年度  江陽中学校ＰＴＡ  １学年委員会  事業計画と活動反省  

  【事  業  計  画】  

 
委員長  

 

 

藤井  美和子  

 
副委員長  

 

 

工藤  美紀  

 
担当教師  

 

 

笹館  髙橋  

 

 
活  
動  
内  
容  

 

 

 

 保護者と教師が交流を深めながら、子どもたちの健やかな成長を図るため

に、活動や研修を深める。  

 

 

 

 

 

 
主  
な  
活  
動  
内  
容  

 

 

１．学年委員会  

２．とうきび販売  

３．石Ｐ連大会参加  

 

 

 

 

 

【活  動  反  省】            

活    動    名  月  日  反     省     事     項  

１．学年委員会  

 

 

２．とうきび販売  

 

 

 

３．学年レク  

６／２  

 

 

８／３０  

 

 

 

３／１８  

 

・特に問題なく進めることができた。  

 

 

・わかりやすく指示をしていただいたので、  

とてもスムーズに作業をすることができた。  

 

 

・子どもたちに飲み物などを用意し、有意義な時

間にしてもらった。  

次年度に向けて  

 

・今後も無理のない範囲での活動で良い。  
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令和７年度  江陽中学校ＰＴＡ  ２学年委員会  事業計画と活動反省  

  【事  業  計  画】  

 
委員長  

 

 

佐藤  美香  

 

 
副委員長  

 

 

佐野  千寿瑠  

 
担当教師  

 

 

磯山  大浅  

 

 
活  
動  
内  
容  

 

 

 

 

 保護者と教師が交流を深めながら、子どもたちの健やかな成長を図るため

に、活動や研修を深める。  

 

 
主  
な  
活  
動  
内  
容  

 

 

１．学年委員会  

２．学年懇談会（茶話会）  

３．とうきび販売   

４．石Ｐ連研究大会参加  

 

 

 

 

【活  動  反  省】            

活   動   名  月  日  反     省     事     項  

１．学年委員会  

 

２．とうきび販売  

 

 

 

 

 

 

３．学年懇談会  

 

 

 

６／２  

 

８／３０  

 

 

 

 

 

 

１０／１１  

 

 

 

 

 

・スムーズに進めることができた。  

 

・初めての経験で楽しく参加できた。  

・野菜販売で子どもたちの補助をしながら、  

楽しく販売できた。  

・雨の中でも声を掛け合いながら作業を行う  

ことができた。  

・人数も問題なかったと思う。  

 

・２０人が参加  

・保護者間で会話が弾み、楽しい時間を過ごす  

ことができた。開催できてよかった。  

次年度に向けて  

 

・保護者と教員が連絡を日常的に連絡を取り合いながら活動していく形が良かったので

継続されるとよい。  

 

・懇談会も開催でき、今後も協力しながら、様々な活動に取り組んでいきたい。  
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令和７年度  江陽中学校ＰＴＡ  ３学年委員会  事業計画と活動反省  

【事  業  計  画】            

 
委員長  

 

 

加藤  かおり  

 

 
副委員長  

 

 

笹村  久美子  

 

 
担当教師  

 

 

田邊  竹治  

 

 
活  
動  
内  
容  

 

 

 

 保護者と教師が交流を深めながら、子どもたちの健やかな成長を図るための

活動を行う。  

 

 

 

 

 

 
主  
な  
活  
動  
内  
容  

 

 

 １．学年委員会  

 ２．とうきび販売  

 ３．石Ｐ連大会参加  

 ４．学年懇談会  

 

 

 

 

【活  動  反  省】            

活   動   名  月  日  反     省     事     項  

 

１．学年委員会  

 

２．とうきび販売  

 

 

 

３．石Ｐ連研究大会  

参加  

 

４．学年レク  

 

 

 

 

 

 

６／２  

 

８／３０  

 

 

 

１１／８  

 

 

３／１０  

 

 

 

 

 

 

・スムーズに進めることができた。  

 

・今年度も雨の中でした。晴れたらよかった…  

・みんなで協力して進めることができた。  

 

 

・今年の参加はなかった。  

 

 

・先生方のご協力もあり、無理のない計画を立てる

ことができた。  

 

 

 

 

 

次年度に向けて  

 

・とうきび販売について  

雨の日のお手伝いは何をやるのか、事前にわかればよかった。  
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令和７年度  江陽中学校ＰＴＡ  Ｄ組委員会  事業計画と活動反省  

【事  業  計  画】     

 
委員長  

 

 

菅原  愛  

 

 
 

 

 

 
担当教師  

 

 

浅井  本田  

 
活  
動  
内  
容  

 

 

 保護者と教師が交流を深めながら、子ども達の健やかな成長を図るための活

動を行う。  

 

 

 

 
主  
な  
活  
動  
内  
容  

 

 

１．学年委員会  

２．茶話会  

３．上級学校（高等養護学校・支援学校）見学  

４．とうきび販売  

５．石Ｐ連大会参加  

 

 

 

【活  動  反  省】     

活   動   名  月  日  反     省     事     項  

１．学年委員会  

 

 

２．上級学校訪問  

 

 

 

 

３．茶話会  

 

 

４．学年委員会  

６ /２  

 

 

９ /８  

 

 

 

 

１１ /４  

 

 

２ /５  

 

 

 

 

新篠津高等養護学校を見学した。実際に見ることで、学

校の様子がよくわかった。生徒の活動も見させていただ

き、進学後の様子がイメージできた。  

 

 

参加者が少なかったことは残念だったが、進路について

などたくさん話したり聞いたりすることができた。  

 

 

 

次年度に向けて  

 

 ・高等養護（支援）学校の見学は、続けていきたい。  

 

 ・茶話会は、保護者同士や先生方とざっくばらんに話すことのできる楽しい機会  

なので、より多くの方に参加していただけるように呼び掛けたい。  
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予　算（A） 決　算（B）
増△減

（B）-（A）
備　　考

653,125 686,250 33,125 2.500円×（250世帯+職員25×0.95）

185,580 185,580 0

250 816 566

838,955 872,646 33,691

予　算（A） 決　算（B）
増△減

（A）-（B）
備　　考

3,000 0 3,000 事務用品，用紙

50,000 4,000 46,000 各研修会参加料

20,000 0 20,000 研修会等参加旅費

0 0 0 研修旅行

10,000 0 10,000 巡視用消耗品

30,000 30,000 0 学年・学級費

30,000 30,000 0 学年・学級費

30,000 30,000 0 学年・学級費

10,000 10,000 0 学年・学級費

48,000 46,529 1,471 市Ｐ連負担金

3,000 3,996 △ 996 お茶代

25,000 10,000 15,000

65,000 55,000 10,000 市Ｐ連総会参加費他

1,000 0 1,000 用紙代

10,000 3,080 6,920 記念品代

26,000 34,144 △ 8,144 印鑑

90,000 89,529 471 花苗代他

55,000 55,187 △ 187 傷害・賠償制度会費

55,000 54,768 232 ワックス他

227,955 234,210 △ 6,255

50,000 50,000 0 周年記念事業

合　　計 838,955 740,443 98,512

収入 支出 残額

872,646 740,443 132,203

周年行事費

３　残額の部

表彰費

卒業記念費

環境整備費

Ｐ安全互助会費

学校整備費

予備費

消耗品費

旅費

研修委員会費

校外委員会費

1年

2年

3年

Ｄ組

負担金

接待費

慶弔費

渉外費

会議費

2025（令和7）年度　ＰＴＡ一般会計　決算報告

１　収入の部

項　　　目

会 費

繰 越 金

雑 収 入

合 計

２　支出の部

項　　　目

事務局費
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予　算（A） 決　算（B）
増△減

（B）-（A）
備　　考

988,380 977,400 △ 10,980 3.600円×（289名×0.95）

462,466 462,466 0

100,000 100,000 0

200,000 405,955 205,955

500 5,793 5,293

1,751,346 1,951,614 200,268

予　算（A） 決　算（B）
増△減

（B）-（A）
備　　考

350,000 345,147 △ 4,853 各部活動消耗品

933,346 965,429 32,083 大会参加料、登録料、中体連旅費

200,000 200,000 0 全国大会旅費等

200,000 200,000 0 女子バレー部

48,000 43,640 △ 4,360 保険料

20,000 605 △ 19,395

1,751,346 1,754,821 -3,475

収入 支出 残額

1,951,614 1,754,821 196,793

予　算 決　算 増△減 備　　考

1,054,885 1,054,885 0

200,000 200,000 0 部活動会計から

400 1,661 1,261 利息

1,255,285 1,256,546 1,261

予　算 決　算 残　額 備　　考

900,000 39,726 △ 860,274

355,285 0 △ 355,285

0

1,255,285 39,726 1,215,559

収入 支出 残額

1,256,546 39,726 1,216,820

全 国 大 会

合 計

３　残額の部

遠 征 費 積 立 金

雑 収 入 ・ 補 助 金

合 計

２　支出の部

項　　　目

全 道 大 会

繰 越 金

活 動 費

遠 征 補 助 費

遠 征 費 積 立

ユ ニ ホ ー ム

中体連運営傷害保険

予 備 費

合　　計

３　残額の部

2025（令和7）年度　遠征費積立金　決算報告

１　収入の部

項　　　目

項　　　目

2025（令和7）年度　ＰＴＡ部活動会計　決算報告

１　収入の部

項　　　目

会 費

繰 越 金

特 別 会 計 補 助

中 体 連 等 補 助

雑 収 入

合 計

２　支出の部
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予　算 決　算 増△減 備　　考

123,758 123,758 0

150,000 256,377 106,377 とうきび販売　資源回収

200 356 156 利息　ほか

0

0

273,958 380,491 106,533

予　算 決　算 残　額 備　　考

200,000 200,000 0
部活動　100.000円
吹奏楽　100.000円

0 0 0

0 0 0

0 0 0

73,958 75,321 △ 1,363

273,958 275,321 -1,363

収入 支出 残額

380,491 275,321 105,170

予　算 決　算 増△減 備　　考

600,359 600,359 0

50,000 50,000 0 PTA会計から

250 1,282 1,032

650,609 651,641 1,032

予　算 決　算 残　額 備　　考

650,609 0 650,609

650,609 0 650,609

収入 支出 残金

651,641 0 651,641

３　残額の部

２　支出の部

項　　　目

周 年 記 念 事 業

合 計

雑 収 入

合 計

学 校 環 境 関 係

雑 費

基 金

資源回収・とうきび販
売 ・ ﾊ ﾞ ｻ ﾞ ｰ 費 用

合　　計

３　残額の部

2025（令和7）年度　周年記念事業積立金会計　決算

１　収入の部

項　　　目

繰 越 金

積 立 金

部 活 動 補 助 費

2025（令和7）年度　ＰＴＡ特別会計　決算報告

１　収入の部

項　　　目

繰 越 金

各 種 事 業 収 入

雑 収 入

合 計

２　支出の部

項　　　目
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予　算 決　算 増△減 備　　考

237,500 248,000 10,500 1000円×（250世帯×0.95）

29 29 0

40 69 29 利息等

100,000 100,000 0 特別会計から

337,569 348,098 10,529

予　算 決　算 残　額 備　　考

137,569 278,298 140,729 消耗品、修理費

200,000 69,300 △ 130,700

0 500 500 返金

337,569 348,098 -10,529

収入 支出 残金

348,098 348,098 0

３　残額の部

特 別 会 計 補 助

合 計

２　支出の部

項　　　目

楽 器 維 持 費

楽 器 購 入 費

会 費

合　　計

雑 収 入

2025（令和7）年度　吹奏楽会計　決算

１　収入の部

項　　　目

会 費

繰 越 金

11
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令和８年度 活動方針     事務局 

 

１．スローガン 

   『人間性豊かなたくましい子どもを育てよう』 

２．中心テーマ 

『子どものしあわせをつくる、良い保護者、良い教師になるため学習を深め積極的に行動し 

よう』 

３．基本方針 

    『子どもが学校・家庭・地域社会で健やかに、心豊かに、賢く育つように、保護者と教    

師が協力して活動する。』 

４．方針及び活動内容 

   ①会員相互の理解と資質向上のため、研修活動を行い、内容を還流する。（学習するＰＴＡ） 

      ア．各種研究会・研修会に積極的に参加し還流する。 

      イ．学校だよりやホームページを通して広報活動に取り組む。 

    ②ＰＴＡの有機的な組織化と運営の活発化を図る。          （協力するＰＴＡ） 

      ア．学級ＰＴＡはＰＴＡ活動の基盤となるよう親睦や交流を図る。 

      イ．学級ＰＴＡとつながる学年ＰＴＡを盛んにして活動の活性化を図る。 

      ウ．役員会・全体委員会・運営委員会の計画的な開催を図り、効率的な運営を行う。 

   エ．ＰＴＡサポーター制度の推進を図り、一家庭一活動の協力体制を構築する。 

    ③学校や地域社会の環境美化に努め、生徒の健全育成を図る。    （行動するＰＴＡ） 

      ア．「花と緑の江陽中」を目指し、環境整備に努める。 

      イ．交通安全に留意させるとともに、危険な遊びを防止する。 

  ④学校･家庭･地域社会との連携に努め、地域に根ざした学校にする。 （連携するＰＴＡ） 

      ア．体育祭・文化祭等の学校行事に積極的に参加し、地域に根ざした学校にする。 

      イ．市Ｐ連や関係機関及び団体との連携を密にした活動を行う。 

      ウ．地域の小学校・自治会と連携を密にし、生徒の健全育成を図る。 

    ⑤生徒会及び学校への教育援助のため、その資金づくりを行う。   （後援するＰＴＡ） 

      ア．資源回収・とうきび販売等を実施し各種活動の資金づくりを行う。 

５．委員会・PTA サポーターの概要 

 ①学年委員会 各学級２名以上 

・保護者と教師が交流を深めながら、子どもたちの健やかな成長を図るための活動を行う

他、必要な研修に参加をする。 

【具体的な活動】 

   ア．学年茶話会等のお手伝い（参加できるときだけで構いません）。 

イ．とうきび販売【8 月２２日(土)予定】のお手伝い、または市 P 連・石 P 連研修会、そ

の他各種講演会等への参加のいずれか 1 回。 

ウ．6 月１日（予定）、2 月４日（予定）の全体委員会への参加。 
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     ②ＰＴＡサポーター  

 活動名 活動時期 主な活動内容 

 

① 

 

 

 

 

交通安全見守り活動 

 

 

６月・７月・

９月・10 月 

各１回 

 

朝の登校時間帯に通学路やスクールバスのバス停で、生徒

の登校の様子を見守ると共に、挨拶の声かけを行います。 

 

② 

 

 

 

 

花壇整備活動 

 

 

6 月・7 月 

8 月・10 月 

各１回 

 

校地内の花壇の草取りや花壇撤去を行います。 

 

 

③ 

 

 

 

 

石 P 連・道 P 連等研究

大会・子育て研修会・各

種研修会・講演会参加 

 

１０月・１１

月の予定 

 

石 P 連・道 P 連研修会、子育て研修会他、各種研修会・

講演会への参加をお願いします。 

 

④ 

 

 

 

 

おやじの会サポーター 

 

 

１０月・２月 

予定 

 

スポーツレクへの参加や、学校の環境整備（グラウンドの

草むしり）などにご協力いただく活動です。 

※各ご家庭で１つの参加をお願いいたします。 
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令和８年度 PTA 年間計画                              江 別市立 江陽中 学校  

 関連学校行事 役員会 学年委員会 ＰＴＡサポーター 

４ 

着任式・始業式・入学式７日 (火) 

修学旅行１４日（火）～１６日（木） 

市 P 連定期総会１７日（金） 

第１回役員会（新旧引継）１８日（土） 

学年委員ご協力のお願い  

配布２０日（月）回収４月３０日（木）  

PTA サポーターご協力のお願い 

配布２０日（月）回収４月３０日（木） 

 

５ 
資源回収日（江別太農村地区）１５ (金) 

体育祭２８日(木) 

第１回役員会１４日（木） 学年委員選出完了５月１日（木） 

 

事務局サポーター割り当て完了５月１３日（水） 

花壇苗植え５月１８日（月） 

６ 

市内一斉公開日１１（木） 

市内中体連１２日（金）～１３日（土） 

宿泊学習１６日（火）～１７日（水） 

単元テスト１８日（木）～ 

校外学習１９日（金） 

 

 

 

第１回市 P 連理事会議４日（水） 

 

 

 

※学年委員会の活動計画の審議は紙面会議

とする（会議負担軽減のため） 

交通安全見守り活動① ９日（火） 

花壇草取り８日(月)～1０日 (水) 

７ 

管内中体連３日（金）、４日（土） 

Ｄ組校外学習１４日（火） 

資源回収（江別太農村地区）１７日（金） 

第２回授業参観・懇談２１日（火） 

食育弁当の日２５日（土） 

第２回役員会７日（火） 第２回授業参観・懇談２１日（火） 

 

交通安全見守り活動② ７日(火)  

花壇草取り６日(月)～８日 (水)  

 

８ 

前期期末テスト２７日（木） 

とうきび販売２２日（土） 

 

第３回役員会２６日（水）  花壇草取り２５日(火)～２６日（水） 

＊テストのため２日間 

９ 
市内中体連新人戦４日（金）～５日（土） 

資源回収（江別太農村地区）１８日（金） 

  交通安全見守り活動③ １１日（金） 

おやじの会 野球大会 １２日（土） 

１０ 

文化祭２日（金） 

前期終業日９日（金） 

後期始業日１３日（火） 

日Ｐ道ブロック道南大会 

１０日（土）～１１日（日） 

 花壇撤去５日（月） 

交通安全見守り活動④ ６日（火） 

＊日Ｐ道ブロック道南大会１０日（土）～１１日（日）   

１１ 

第３回参観日・懇談会２日（月） 

後期中間テスト（１．２年）１９日（木） 

資源回収（江別太農村地区）２０日（金） 

第４回役員会５日（木） 第３回参観日・懇談会２日(月)  

１２ 
学年末テスト（３年）１７日（木）    

１ 

 第５回役員会２６日（火）   

２ 

学年末テスト（１.２年）１０日（水） 

第４回参観日・懇談会（１.２年）１５日 (月) 

 

第２回市 P 連理事会議＊日（水） 第４回参観日・懇談会１５日 (月) おやじの会 バレーボール大会 １３日（土） 

 

３ 卒業証書授与式１３日(土) 第６回役員会、PTA 監査１９日（金）   

 

第１回全体委員会 １日（月） 

役員選考委員会（役員会）５日（木） 

第１回役員選考委員会 ２６日（火） 

第２回全体委員会 ４日（木） 

とうきび販売２２日（土） 

PTA 総会 ２５日（土）学校説明会 第 1 回授業参観 学年学級懇談会 
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前年度予算額
（A）

前年度決算額
（A）

本年度予算額
（B）

予算 増減
(B-A)

備　　考

653,125 686,250 638,875 △ 14,250
2.500円×（244世帯+職員25×
0.95）

185,580 185,580 132,203 △ 53,377

250 816 500 250 預金利息等

838,955 872,646 771,578 △ 67,377

前年度予算額
（A）

前年度決算額
（A）

本年度予算額
（B）

予算 増減
(B-A)

備　考

事務局費 3,000 0 2,000 △ 1,000 事務用品，用紙

会議費 50,000 4,000 30,000 △ 20,000 各研修会参加料

旅費 20,000 0 10,000 △ 10,000 研修会等参加旅費

研修委員会費 0 0 0 0 研修旅行

校外委員会費 10,000 0 10,000 0 巡視用消耗品

1年 30,000 30,000 30,000 0 学年・学級費

2年 30,000 30,000 30,000 0 学年・学級費

3年 30,000 30,000 30,000 0 学年・学級費

Ｄ組 10,000 10,000 10,000 0 学年・学級費

負担金 負担金 48,000 46,529 45,000 △ 3,000 市Ｐ連負担金

接待費 3,000 3,996 5,000 2,000 お茶代

慶弔費 25,000 10,000 25,000 0

渉外費 65,000 55,000 65,000 0 市Ｐ連総会参加費他

消耗品費 1,000 0 1,000 0 用紙代

表彰費 10,000 3,080 10,000 0 記念品代

卒業記念費 26,000 34,144 38,000 12,000 印鑑

環境整備費 90,000 89,529 90,000 0 花苗代他

Ｐ安全互助会費 55,000 55,187 55,000 0 傷害・賠償制度会費

学校整備費 55,000 54,768 55,000 0 ワックス他

予備費 227,955 234,210 180,578 △ 47,377

周年行事費 50,000 50,000 50,000 0 周年記念事業

838,955 740,443 771,578 67,377

雑 収 入

2026（令和8年度）年度　ＰＴＡ一般会計　予算案

１　収入の部

項　　　目

会 費

繰 越 金

予備費

合 計

合 計

２　支出の部

項　　　目

活動費

学年費

諸費
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前年度予算額
（A）

前年度決算額
（）

本年度予算額
（B）

予算 増減
(B-A)

備　　考

988,380 977,400 919,980 △ 68,400 3.600円×（269名×0.95）

462,466 462,466 196,793 △ 265,673

100,000 100,000 100,000 0

200,000 405,955 200,000 0

500 5,793 500 0 預金利息等

1,751,346 1,951,614 1,417,273 △ 334,073

前年度予算額
（A）

前年度決算額
（）

本年度予算額
（B）

予算 増減
(B-A)

備　考

350,000 345,147 350,000 0 各部活動消耗品

933,346 965,429 610,273 △ 323,073 大会参加料、登録料、中体連旅費

200,000 200,000 200,000 0

200,000 200,000 200,000 0 男子バスケットボール部

48,000 43,640 47,000 △ 1,000 保険料

20,000 605 10,000 △ 10,000 学年・学級費

1,751,346 1,754,821 1,417,273 △ 334,073

前年度予算額
（A）

前年度決算額
（）

本年度予算額
（B）

予算 増減
(B-A)

備　　考

1,054,885 1,054,885 1,216,820 161,935

200,000 200,000 200,000 0 部活動後援会会計より

400 1,661 1,000 600 利息等

1,255,285 1,256,546 1,417,820 162,535

前年度予算額
（A）

前年度決算額
（）

本年度予算額
（B）

予算 増減
(B-A)

備　考

900,000 39,726 900,000 0

355,285 0 517,820 162,535

0 研修会等参加旅費

1,255,285 39,726 1,417,820 △ 162,535

遠 征 費 積 立

ユ ニ ホ ー ム

中体連運営傷害保険

予 備 費

雑 収 入

2026（令和8年度）年度　部活動後援会会計　予算案

１　収入の部

項　　　目

会 費

繰 越 金

特 別 会 計 補 助

中 体 連 等 補 助

雑 収 入

合 計

２　支出の部

項　　　目

活 動 費

合 計

遠 征 補 助 費

2026（令和8）年度　遠征費積立金会計　予算案

１　収入の部

項　　　目

繰 越 金

遠 征 費 積 立 金

合 計

合 計

２　支出の部

項　　　目

全 道 大 会

全 国 大 会
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前年度予算額
（A）

前年度決算額
（）

本年度予算額
（B）

予算 増減
(B-A)

備　　考

123,758 123,758 105,170 △ 18,588

150,000 256,377 150,000 0
資源回収収益金
江別市資源回収奨励金
とうきび販売収益金　等

200 356 200 0

273,958 380,491 255,370 △ 18,588

前年度予算額
（A）

前年度決算額
（）

本年度予算額
（B）

予算 増減
(B-A)

備　考

200,000 200,000 200,000 0
部活動　100.000円
文化部　100.000円

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

73,958 75,321 55,370 △ 18,588

273,958 275,321 255,370 △ 18,588

前年度予算額 前年度決算額 本年度予算額 予算 増減 備　　考

600,359 600,359 651,641 51,282

50,000 50,000 50,000 0

250 1,282 250 0 預金利息等

650,609 651,641 701,891 51,282

前年度予算額 前年度決算額 本年度予算額 予算 増減 備　考

650,609 0 701,891 51,282

0 0 0 0

0 研修会等参加旅費

650,609 0 701,891 51,282

雑 費

2026（令和8）年度　ＰＴＡ特別会計　予算案

１　収入の部

項　　　目

繰 越 金

各 種 事 業 益 金
（決算額は収入額）

雑 収 入

合 計

２　支出の部

項　　　目

部 活 動 補 助 費

学 校 環 境 関 係

雑 収 入

基 金

資源回収・とうきび
販 売 ・ ﾊ ﾞ ｻ ﾞ ｰ 費用

合 計

2026（令和8）年度　周年記念事業積立金会計　予算案

１　収入の部

項　　　目

繰 越 金

積 立 金

合 計

合 計

２　支出の部

項　　　目

周 年 記 念 事 業
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前年度予算額 前年度決算額 本年度予算額 予算 増減 備　　考

237,500 248,000 231,800 △ 5,700 1000円×（244世帯×0.95）

29 29 0 △ 29

40 69 40 0

100,000 100,000 100,000 0

337,569 348,098 331,840 △ 5,729

前年度予算額 前年度決算額 本年度予算額 予算 増減 備　考

137,569 278,298 131,840 △ 5,729 消耗品、修理費

200,000 69,300 200,000 0

0 500 0 0

337,569 348,098 331,840 5,729

楽 器 購 入 費

2026（令和8）年度　吹奏楽部後援会　予算案

１　収入の部

項　　　目

会 費

繰 越 金

雑 収 入

特 別 会 計 補 助

合 計

２　支出の部

項　　　目

楽 器 維 持 費

合 計

会 費
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江別市立江陽中学校 保護者と教師の会 規約 
 
        第１章  名 称 
 
第１条 この会は,江陽中学校保護者と教師の会といい,事務局を同校におく。 
 
 
        第２章  目的及び活動 
 
第２条  この会は,保護者と教師が互いに理解し合い,学校・家庭及び社会における生 
   徒の健全な育成を図ることを目的とする。 
 
第３条  この会は,前条の目的達成のため,次の活動をする。 
 
      ①  会員相互の理解を深め,会員としての資質向上のため研修に努める。 
      ②  家庭・学校・社会における生徒の指導・保護並びに福祉を増進する。 
      ③  新しい社会に対する理解を深める。 
      ④  学校・社会の生活環境の整備を図る。 
      ⑤  その他この会の目的達成のために必要なこと。 
 
 
        第３章  方 針 
 
第４条  この会は,教育の理解推進を本旨とする民主的団体として,次の方針に従って 
   活動する。 
 
      ①  生徒の教育並びに福祉のため活動する他の団体及び機関と協力する。 
      ② 特定の政党・宗教に偏ることなく,また,営利を目的とする行為は行わない。 
      ③  適正な教育予算の充実を期するため努力する。 
      ④ 江別市ＰＴＡ連合会に加入する。 
 
 
        第４章 組 織 
 
第５条  この会の会員は,江陽中学校に在籍する生徒の保護者と同校の職員とする。 
 
第６条 この会に次の役員及び監査をおく。 
 

役 員   会 長 １名           副会長 ２名 
会 計  １名            
監 査  ２名 

 
第７条  会長・副会長及び監査は,総会において選出する。 
 
第８条  役員及び監査の任期は１年とし,再任を妨げない。 
 
第９条  役員及び監査に欠員を生じた場合は,臨時総会で補い,任期は残任期間とする。 
 
第10条  校長は,この会の各種会合に出席し,会務に参与する。 
 
第11条  役員及び監査の任務は次の通りとする。 
 
      ①  会長は,会務を統括し,この会を代表する。 
      ②  副会長は,会長を補佐し,会長に事故ある時はその代理をする。 
      ③  会計は,この会の全ての金銭の収支を正確に記録し,監査を経て総会に決算 
    を報告する。 
      ④  監査は,会計を監査し,決議機関に報告して承認を得なければならない。 
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    第５章 決議機関 
 
第12条  この会の定期総会は,毎年年度初めに開催し,次の事項を決議する。 
 
      ①  事業並びに決算の報告・承認 
      ②  事業計画・予算案 
      ③  規約の改正・変更 
      ④  役員の選出 
      ⑤  その他必要事項 
 
第13条  総会は,その時出席した会員で成立し,決議は出席者の過半数の同意を必要と 
   する。 
 
第14条  運営委員会または会員の５分の１以上の要請があった場合は,会長は臨時総会 
   を開かなければならない。 
 
 
        第６章 役員会 
 
第15条  役員会は,会長・副会長・会計・監査によって構成する。 
 
第16条  役員会は,必要に応じて会長が招集,会運営の基本的なことについて話し合う。 
        また,各学年委員長を含めた拡大役員会を開くことができる。 
 
 
        第７章 運営委員会 
 
第17条  運営委員会は,この会の役員・監査・各学年委員長・同副委員長及び担当教師に 

よって構成する。 
 
第18条  運営委員会の任務は,次の通りとする。 
 
      ①  各学年委員会で立案された事業計画案を審議し,決議機関に提案する。 
      ②  決議機関にかける書類の作成。 
      ③  各学年会の連絡調整。 
      ④  その他会員から委嘱された事項,または決議機関で決議されたものを処理す 
    る。 
 
第19条 運営委員会は,必要に応じて会長が招集する。司会は副会長が努める。 
 
 
        第８章 学年委員会 
 
第20条 学年会は,この会の基礎組織であり,必要な活動をするために各学年委員会を 
   おき,学年会長が随時招集する。 
 
第21条 学年会は,各学年の保護者と教師によって構成し,学年内の会員の研修など,  
   本会の目的に基づいて運営する。 
 
第22条１．学年委員は,各学級から２名選出し,各学級の学級委員長及び副委員長と 

なる。また、特別支援学級からは、状況に応じて１～２名を選出する。 
      ２．学年委員長及び副委員長各１名は,学年委員の互選とする。 
    
 

第９章 PTAサポーター 
 
第24条 PTA活動や行事毎に会員に参加・協力に募り、会員相互の交流を深め、活動の充
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実を図る。参加者についてはPTAサポーターと呼称し、一家庭一活動に参加を原則
とする。 

 
第25条 活動内容については活動反省等をもとに役員会で決定し、新年度当初に各会員

に周知するものとする。参加希望者のとりまとめは事務局が行い、参加者への周
知を図るものとする。 

 
第26条 PTAサポーター活動には、役員会及び事務局が必要な支援を行うものとする。 
 
第27条 「おやじの会」のサポーターを、一家庭一活動で募集する。 
 
 
        第１０章 経 費 
 
第28条  この会の経費は,会費・寄付金その他をもってこれにあてる。 
 
第29条 この会の会費の額は,総会において決める。 
 
第30条  この会の会計年度は,毎年４月１日に始まり,翌年３月３１日に終わる 
 
        第１１章 その他 
 
第31条 この規約の運営に必要な規定は別に定める 
 
附 則 この規約は,昭和５８年３月２７日より施行する 

この規約は,昭和６０年４月１３日より施行する 
この規約は,昭和６１年４月１２日より施行する 
この規約は,平成 ２年４月１４日より施行する 
この規約は,平成 ５年４月１７日より施行する 
この規約は,平成  ８年４月２０日より施行する 
この規約は,平成１１年４月１７日より施行する 
この規約は,平成２０年４月１４日から施行する 
この規約は,平成２４年４月１４日から施行する 
この規約は,平成３０年４月１４日から施行する 
この規約は,令和 ５年４月１５日から施行する 
この規約は,令和 ７年４月１９日から施行する 
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慶 弔 規 定 

 
第１条  この規定は,本会会員の弔慰見舞等に関する事項を定めることを目的とする。 
 
第２条 この規定による弔慰は,次のとおりとする。 
 

① 会員（生徒の父母又は保護者）が死亡した場合       ５，０００円 
② 生徒が死亡した場合                                      ５，０００円 
③ 会員（教職員）の直系尊属又は同居家族が死亡した場合   ３，０００円 
④ 会員（教職員）が死亡した場合              ５，０００円 
⑤ 会員が本会の活動中に死亡した場合         役員会で決定する額 

 
第３条 この規定による見舞は,次のとおりとする。 
 
      ① 会員が火災等の災害を受けた場合             ５，０００円 
      ② 会員が風水害等の特別の災害を受けた場合      役員会で決定する額 
      ③ 会員（教職員）が１カ月以上入院した場合         ３，０００円 
 
第４条 この規定に定めるほか,必要な事項は役員会で決定する。 
                                        
附 則  この規定は,平成５年４月１７日から施行する。 

この規定は,平成２３年４月９日から施行する。 
 

表 彰 規 定 
 
第１条 この規定は,本会の活動に対し功績のあった者の表彰等に関する事項を定めこと

を目的とする。 
 
第２条 この規定による表彰の基準は,次のとおりとする。 

① 運営委員としての在任期間が３年以上で,その功績が顕著であると認められるもの。 
② 本校での在職期間が７年以上で,本会に対する功績が顕著であると認められるもの。 
③ 本会の活動に協力し,その功績が顕著であると認められるもの。 
④ その他,会長が必要と認めたもの。 

 
第３条 被表彰者には,表彰状または感謝状及び記念品を贈呈する。 
 
第４条 被表彰者の決定は,運営委員会の決定による。 
 
第５条 この規定に定めるほか,必要な事項は運営委員会で決定する。 
 
附 則  この規定は,平成５年４月１７日から施行する。 
 

 
旅 費 規 定 

 
第１条 この規定は,旅費の支給に関する事項を定めることを目的とする。 
 
第２条  会員が本会の用務のため旅行したときは,その旅行について旅費を支給する。 
 
第３条  鉄道賃およびバス賃は,実費を支給する。ただし,用務先が江別市内の場合は,        

一律３００円支給する。 
 
第４条  旅行中の日数に応じ,１日当たり５００円の日当を支給する。 
 
第５条  旅行中の宿泊数に応じて,１泊当り７，８００円の宿泊料を支給する。ただし        

研究会等で宿泊場所が指定されている場合は,その実費を支給する。 
 
第６条  この規定に定めるほか,必要な事項は役員会で決定する。 
 
附 則 この規定は平成１１年４月１７日から施行する 
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役員選考委員会規定 
 
第１条  本会役員の選出を円滑に行なうため,役員選考委員会を設ける。 
 
第２条  役員選考委員会は,会長,副会長,会計及び監査の候補者を選考し,総会に提    

案するものとする。 
 
第３条  役員選考委員会は,次により選出された委員をもって組織する。 
      ① 学年委員長   ４名 
      ②  役員      ２名 
      ③  教職員     ２名 
      ※ 以上８名で構成し,正副委員長は①②の中から互選する。 
      ※  役員選考委員の任期は,毎年５月１日から翌年の４月３０日までとする。 
 
第４条 役員選考委員会に委員長,副委員長及び書記を置く。 
      ※ 委員長,副委員長及び書記は,委員の互選により選出する。 
   
附 則  

この規定は,昭和５８年３月２７日から施行する。 
この規定は,昭和６０年４月１３日から施行する。 
この規定は,平成 ５年４月１７日から施行する。 
この規定は,平成１２年４月１５日から施行する。 
この規定は,平成２０年４月１４日から施行する。 
この規定は,令和 ５年４月１５日から施行する。 
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江陽中学校部活動後援会・吹奏楽後援会規定 

 

第１章 

 第１条 本会は、江陽中学校部活動後援会・吹奏楽後援会と称し、事務局を江陽中学校内に置く。 

  第２条 本会は、江別市立江陽中学校の部活動・吹奏楽の発展に資することを目的とする。 

第３条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

１ 部活動・吹奏楽の促進・助成 

２ 各種大会・発表会(コンクール等)参加に対する助成 

３ その他部活動充実のための事業及び助成 

第２章 会員 

第４条 本会は、江陽中学校のＰＴＡ会員をもって組織する。 

第３章 役員及び会議 

  第５条 本会の役員は、ＰＴＡ役員が兼任する。 

            会長 １名 副会長 ２名 会計 ２名(１名教職員) 監査 ２名 

事務局長 １名  事務局次長 １名   

  第６条 本会の会議は、ＰＴＡ総会及び役員会が兼ねる。 

  第７条 監査は、会計全般を監査し、総会にて報告する。 

第４章   会計 

  第８条 本会の会計は、会費及び、その他の収入をもってあてる。 

  第９条 本会の会費の額は、ＰＴＡ総会において決め、ＰＴＡ会費とともに納める。 

 (年額3600円(生徒一人) 吹奏楽年額1000円(１世帯)) 

  第10条 本会の会計年度は、４月１日～翌年の３月３１日までとする。 
 

以下の細則に従い執行する 

細則１．「吹奏楽後援会費」は、江陽中学校吹奏楽の楽器・楽譜の購入・楽器修理等に当てる。 

細則２．「部活動後援会費」は、中体連・中文連またそれに相当する各種大会・発表会等の参加 

に関わる助成をする。そのうち「活動費」は、吹奏楽部以外の各部活動の消耗品等に当 

てる。 

細則３．「部活動後援会費」の「遠征補助費」について 

(1)大会参加費、チーム(団体戦のみ)の登録料及び引率補助の範囲 

①本校の教育活動計画の範囲内で行われるもの 

②中体連・中文連主催によって行われるもの 

③団体参加として、部活動と同様と職員会議で認めたもの 

  細則４．「遠征費積立金」について 

     「部活動後援会費」より毎年積み立てを行い、教育活動の遠征に補助する。 

(1)援助対象 

①管内中体連・中文連で出場資格を得たもの 

②①の資格がなくても、本校の教育活動計画の範囲内で行われるもので、学校で同等の 

資格があると認めたもの 

    ③学校より推薦を得たもの(全道大会規模のもの) 

    (2)支出の仕方は、別表による。        

    (3)全道大会・全国大会の遠征費の支出額が積立金の額を超えた場合は、その対応方法をＰＴ    

Ａ運営委員会で協議する。 

  細則５.「ユニフォーム購入費」については、運動系の部活動でチーム用に購入する。      

購入ローテーションは過年度の購入順を踏襲し学校で決定する。 

  細則６．スポーツ安全保険費を支出する。 

  
 附則 この規定は、平成２２年４月１０日より実施する。 
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